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３月定例会（条例、請願・陳情、議員発議）

市民が主体の地方自治の実現と協働のまちづくりの推進を図るため
豊後大野市まちづくり基本条例の制定

基本理念を明らかにする

方
自
治
の
本
旨
で
あ
る
住
民

自
治
と
団
体
自
治
の
考
え
方

に
基
づ
き
、
本
市
に
お
け
る
自
治
の

基
本
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
市
民
、
市
議
会
お
よ
び
行
政
の

役
割
、
責
務
な
ど
の
基
本
的
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
が
主
体

の
地
方
自
治
の
実
現
と
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
を
図
る
た
め
に
、
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
費
用
負
担
の
公
平
性
と
確

保
な
ど
の
要
旨
を
盛
り
込
む
べ
き
と

す
る
附
帯
決
議
が
、
併
せ
て
可
決
さ

れ
ま
し
た
。（
下
記
参
照
）

附
帯
決
議

　

議
案
の
議
決
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
議
案
に
、
附
随
的
に
付

け
ら
れ
る
意
見
や
要
望
の
決

議
の
こ
と
。

　

議
案
に
対
し
、
賛
成
、
反

対
だ
け
で
は
議
会
の
意
見
が

十
分
表
明
し
尽
く
せ
な
い
場

合
な
ど
に
、
議
会
が
意
思
表

明
す
る
た
め
に
行
う
も
の
。

地

市議会 初
「豊後大野市まちづくり基本条例の制定について」に対する附帯決議

　豊後大野市まちづくり基本条例の前文では、「時代は、本格的な地方分権社会へと移り、
自己決定・自己責任に基づく自立した自治体運営が求められる中で、私たちの財産を次代に
継
けい

承
しょう

していくためには、私たちが望む、目指す、理想とするまちに向かって、自ら考え、責
任を持って行動していくことが必要です。」と明記されている。
　豊後大野市においては、非常に厳しい財政状況が続く中で、税などの収納率は、毎年低下
し続けており、平成 32 年度の交付税一本算定に向け、行政・市民が一体となって行財政改
革を進めている本市にあって、滞納額の増加は非常に危機的なものがある。
　費用負担の公平性と確保は、市政運営の根

こん

幹
かん

をなすものであり、市民が等しく負担をする
ことで、行政サービスの安定と均衡が保たれるものであり、目指すべき理想とするまちへと
つながるものである。
　未来に健全な豊後大野市を引き継ぐことは、現在の我々に与えられた責務である。
　よって、豊後大野市の最高規

き

範
はん

となる「豊後大野市まちづくり基本条例」の条文に以上の
要旨が尊重され、加えられることを強く要望するものである。
　以上、決議する。

あなたの意見や要望 ● 

三
重
原
地
区
悪
臭
問
題
に
関
す
る
請
願

　

三
重
原
区
の
住
民
は
、
平
成
16
年
末
か
ら
豚
臭
お
よ
び

堆
肥
臭
に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
お
り
、
こ
れ
以
上
住
民
に
精

神
的
・
肉
体
的
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
悪
臭
解
消
の

解
決
に
向
け
、
最
大
限
の
努
力
を
す
る
よ
う
、
次
の
と
お

り
改
善
を
要
求
す
る
も
の
で
す
。

　

①
何
年
経
過
し
て
も
臭
気
対
策
が
で
き
な
い
現
状
を
踏

ま
え
、
早
期
に
事
業
者
の
移
転
な
ど
を
含
め
た
解
決
策
。

　

②
市
は
、
養
豚
業
者
へ
補
助
金
な
ど
を
交
付
し
て
い
る

現
状
か
ら
、
移
転
に
つ
い
て
積
極
的
に
関
与
し
、
早
期
移

転
に
こ
ぎ
つ
け
る
努
力
を
行
う
こ
と
。

　

③
住
民
が
、
他
地
区
住
民
と
同
様
に
笑
顔
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

● 

安
全
・
安
心
な
国
民
生
活
実
現
の
た
め
、
防
災
・
生

　 

活
関
連
予
算
の
拡
充
と
国
土
交
通
省
の
出
先
機
関
の  

　 

存
続
を
求
め
る
陳
情

　

国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
は
、
国
の
責
務
と
し

て
継
続
す
る
よ
う
、
次
の
と
お
り
採
択
を
求
め
、
か
つ
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

①
「
地
方
分
権
（
地
方
主
権
）」
に
つ
い
て
は
、
拙せ

っ

速そ
く

に
結
論
を
出
す
こ
と
を
避
け
、
国
民
生
活
に
対
す
る
メ

リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
を
事
前
に
開
示
し
、

十
分
な
時
間
を
確
保
し
た
議
論
を
経
た
後
に
結
論
を
出
す

こ
と
。

　

②
防
災
、
生
活
・
環
境
保
全
、
維
持
関
連
公
共
事
業
予

算
の
確
保
・
拡
充
を
図
る
こ
と
。

　

③
現
在
、
直

ち
ょ
っ

轄か
つ

で
整
備
・
管
理
し
て
い
る
道
路
・
河
川

行
政
は
国
の
責
任
を
明
確
に
し
、
安
易
な
地
方
整
備
局
、

事
務
所
、出
張
所
の
廃
止
や
地
方
移
譲
は
行
わ
な
い
こ
と
。

● 

議
員
定
数
削
減
に
関
す
る
陳
情

　

臼
杵
市
議
会
が
定
数
を
18
に
削
減
し
た
こ
と
を
受
け
、

本
市
議
会
も
人
口
の
激
減
や
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑か

ん
が

み
、

英
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
本
市
議
会
が
出
し
た
結
論
は
市
民
感
覚
か
ら

は
程
遠
い
も
の
で
あ
り
、
議
会
の
良
識
に
期
待
し
、
定
数

を
人
口
で
上
回
る
臼
杵
市
と
同
数
の
18
に
削
減
す
る
よ
う

次
の
と
お
り
陳
情
す
る
も
の
で
す
。

　

①
議
員
定
数
を
、現
在
の
24
か
ら
18
に
削
減
す
る
こ
と
。

　

②
平
成
25
年
の
選
挙
か
ら
実
施
す
る
こ
と
。

趣
旨
採
択

　

請
願
の
願
意
に
つ
い
て
は

十
分
に
理
解
で
き
る
が
、
財

政
事
情
な
ど
か
ら
当
分
の
間

は
願
意
を
実
現
す
る
こ
と
が

難
し
い
場
合
な
ど
に
、「
趣
旨

に
は
賛
成
で
あ
る
」
と
い
う

意
味
の
議
決
の
こ
と
。

み
な
す
不
採
択

　

既
に
議
決
済
み
の
議
案
と

同
一
目
的
の
陳
情
は
、
議
決

不
要
と
し
て
お
り
、
既
に
な

さ
れ
て
い
る
議
案
の
結
果
に

よ
り
不
採
択
と
み
な
し
て
処

理
す
る
取
り
扱
い
。

請願・陳情

― 

趣し
ゅ

旨し

採
択 

―

― 

不
採
択 

―

― 

み
な
す
不
採
択 

―

議員の権限
議員発議

　「介護保険制度の抜本的改革を求める意見書

　介護保険に関わる財政の安定した運営、ならびに地域に暮らす人々が将来に不安を持つことのない
よう、持続可能な介護保険制度にしていくために、次のとおり国の関係機関に対し意見書の提出を行
うものです。

　１　　介護保険の諸問題を解決するため、また、被保険者の多様化していく需要や要望に応えるた
　　　めに、広域化による保険者設立を積極的に推進すること。
　２　　介護保険制度を安定的で持続可能なものとするため、第１号被保険者負担率の軽減、ならび
　　　に市町村負担率の軽減を行うこと。
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